
【介護予防支援】

2024年4月より、厚生労働省が発表した「令和６年度介護報酬改定」に基づき、基本報酬区分（単位）は以下のようになります

☆単位の単価：当該地区は、介護報酬1単位当たりの単価は、10.72円です。

算定項目 利用回数 単位数 1割（円） 2割（円） 3割（円）

1～4回 339（1回） 363 727 1,090

5回以上 1697（1月） 1,819 3,638 5,458

1～8回 348（1回） 373 746 1,119

9回以上 3478（1月） 3,728 7,457 11,185

※1回につき運動機能訓練加算56単位が深されます。

※介護職員処遇改善加算（Ⅰ）5.9％が基本サービス費に各種加算減算を行った総単位数（所定単位数）付加されます。

※介護職員特定処遇改善加算（Ⅱ）1％が基本サービス費に各種加算減算を行った総単位数（所定単位数）付加されます。

※介護職員ベースアップ等支援加算1.1%基本サービス費に各種加算減算を行った総単位数（所定単位数）付加されます。

事業対象者、

要支援１

要支援２



【通所介護】

2024年4月より、厚生労働省が発表した「令和６年度介護報酬改定」に基づき、基本報酬区分（単位）は以下のようになります

☆単位の単価：当該地区は、介護報酬1単位当たりの単価は、10.72円です。

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

370単位 423単位 479単位 533単位 588単位

3,966 4,535 5,135 5,714 6,303

3,570 4,081 4,621 5,142 5,673

（1割） （1割） （1割） （1割） （1割）

3,173 3,628 4,108 4,571 5,043

（2割） （2割） （2割） （2割） （2割）

2,776 3,174 3,594 4,000 4,412

（3割） （3割） （3割） （3割） （3割）

397 453 513 571 630

793 907 1,027 1,143 1,261

1,190 1,360 1,540 1,714 1,891

※介護職員処遇改善加算（Ⅰ）5.9％が基本サービス費に各種加算減算を行った総単位数（所定単位数）付加されます。

※介護職員特定処遇改善加算（Ⅱ）1％が基本サービス費に各種加算減算を行った総単位数（所定単位数）付加されます。

※介護職員ベースアップ等支援加算1.1%基本サービス費に各種加算減算を行った総単位数（所定単位数）付加されます。

要介護度別の

5.自己負担額3割（円）

サービス単位数

1.サービス利用料金(円）

2.うち、介護保険から給付される

金額（円）

3.自己負担額1割（円）

4.自己負担額2割（円）


